
気象警報発表時の登校について 

 

 

１）非常変災時の授業措置について 

  次の(１)，(２)，(３)，(４)のいずれかの事項に該当する場合、生徒は自宅待機とする。変更等の連絡につい

ては、ホームページ及びマチコミにて行う。 

 (１)午前 6 時現在、東葉高速鉄道が全線不通の場合 

 (２)午前 6 時現在、千葉県北西部（千葉中央・印旛・東葛地区のいずれか） 

   ①大雨警報（洪水警報含む） 

   ②暴風警報 

   ③大雪警報 

   ④暴風雪警報 

   ⑤雷警報    

⑥特別警報      ①～⑥のいずれかが発令している場合 

 (３)午前 6 時の時点で、避難指示が八千代市もしくは生徒の住居対象地域に発令されている場合 

 (４) その他、登校後の荒天が予想されると校長が判断した場合 

 （５）感染症が蔓延している場合 

２）自宅待機後について 

  ➀上記の（１），（２），（３）について、当該事項が解消された場合は、午前 10 時の段階の状況を確認し、日

程等を再度学校からホームページ及びマチコミで連絡する。この時点で解消されていない場合は、臨時休

業（1 日）とする。同様にホームページ及びマチコミで連絡する。 

②上記の（１），（２），（３）について、生徒はこの規定に従い行動する。 

③予測のつかない事態の発生や、地域によって事情や条件が異なる場合には、生徒の安全を最優先し、 

 保護者の判断のもと、学校に連絡する。(学校 ０４７－４５０－２４５１) 

④上記(４)については、校長判断→学年主任・担任に連絡→生徒に連絡とする。 

 

３）子どもたちの安全確保のために 

  大雨・暴風・大雪等の非常変災や緊急事態時には、ご家庭におかれましても、危険個所や持ち物について配

慮していただき、生徒の安全を最優先し、無理して登校させないようにしてください。また、その際には学

校（学年主任・学級担任等の学年職員）に必ず保護者から連絡してください。 
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